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開  会  

 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、１０名です。 

 定足数に達していますので、平成２８年第７回東峰村議会臨時会を開会します。 

 （９時３０分） 

 開  議  

 議  長  それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  まず、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、 

６番 梶原文明議員、７番 髙倉寛視議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  次に、日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 本臨時会の会期は、本日８月１０日の１日間といたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日の１日間と決定をいたしました。 

 日程第３  

 議  長  次に、日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 

（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  次に、日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」をお願いします。 

村長 

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 

 本日ここに、平成２８年第７回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員

の皆様方におかれましては公私ともにお忙しい中、ご参集を賜り誠にありがとうござ

います。 

 豪雨等による災害を心配した今年の梅雨も、気象庁の発表では７月１８日、北部九

州が梅雨明けをしたとの発表がございました。梅雨期間中は延べ４回の大雨洪水等の

警報が発令され、本村におきましても随時情報を防災無線で村民の皆さんに伝えると

ともに避難場所を設営し、危険を感じる方々には避難を促進し安全確保に努めてまい

りました。 

 そのような中、村民の皆様のご協力により大きな災害もなく、梅雨が無事に終息し

たことに安堵をしております。今後は台風に備え、村民の皆様の安心・安全のため、

予断を許すことなく万全の態勢で臨む所存であります。 

 また、７月２４日に本村の東峰学園で開催された福岡県消防協会朝倉支部消防操法

大会では、議員並びに村民の皆様の熱い応援により、東峰村消防団が優勝、準優勝を

獲得する快挙を成し遂げ、東峰村消防団の実力やレベルの高さをアピールした大会に

なり、県大会への出場権を獲得いたしました。本臨時議会に補正予算等を計上してお

りますので、よろしくお願いする次第であります。 

 それでは、本臨時会に提出しております議案の説明をいたします。 

 議案第３４号、東峰村ライスセンターの指定管理者の指定につきましては、東峰村
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ライスセンターの建設に伴い、新たに指定管理者を指定したいので、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により、議決を求めるものです。 

 議案第３５号、平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第２号）につきま

しては、３３１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３４億５，４４６万

２，０００円とするものです。 

 歳出の主な内容は、農業費におけるライスセンターに係る費用につきまして、指定

管理等をするために、委託料へと組替えを行うものです。 

 消防費につきましては、本村消防団が福岡県消防協会朝倉支部消防操法の代表とし

て、県大会に出場することとなりましたので、必要な経費を追加するものです。 

 次に歳入ですが、７月２６日に発表されました普通交付税等について補正を行うと

ともに、財源の調整を行うものです。 

 以上が、執行部から提出している案件ですが、行政執行上喫緊の重要な案件であり

ますので、ぜひともご可決をいただきますようお願いを申し上げ、私のあいさつ及び

提案理由といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  次に、日程第５ 議案第３４号「東峰村ライスセンターの指定管理者の指定につい

て」 

補足説明を担当課長に求めます。 

農林観光課長 

農林観光課長  説明の前に資料を配布させていただきたいと思います。 

 議  長  事前に確認しておりますので、これを許可します。 

 （資料配布） 

農林観光課長  ２ページ、議案第３４号「東峰村ライスセンターの指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村ライスセンターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年８月１０日提出、村長名でございます。 

１ 指定管理者の名称及び所在 

  名称 東峰村ライスセンター 

  所在 朝倉郡東峰村大字福井２９９４番 

２ 指定管理者の名称及び所在 

  名称 農事組合法人 東峰村農業生産組合 代表理事 室井勉 

  所在 朝倉郡東峰村大字宝珠山１５３６番地 

指定期間、平成２８年８月２１日から平成３３年３月３１日までの５年間というふ

うにしております。 

 提案理由、東峰村ライスセンターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により提案するものであります。 

 配布の資料のですね、説明をさせていただきたいと思います。 

 指定管理者の資料といたしまして、履歴事項全部証明書、これは法務局の発行され

た登記簿等の写しでございます。 

 名称 農事組合法人 東峰村農業生産組合 

 主たる事務所 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山１５３６番地 

 法人成立の年月日 平成２８年７月２２日 

 目的 事業といたしまして、組合員の農業に係る共同利用施設の設置及び農作業の

共同化に関する事業、農業の経営及びこれと併せて行う林業の経営、前２号の事業に

付帯する事業であります。 

 役員に関する事項は、理事が６名ということで、表記のとおりでございます。 
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 下から２段目、出資１口の金額、金２，０００円。出資の総口数、６３５口。 

 裏面にまいりまして、払い込み出資総額、金１２７万円。 

 地区といたしまして、福岡県朝倉郡東峰村の区域。 

 登記記録に関する事項といたしまして、設立、平成２８年７月２２日登記。以上で

ございます。 

 日程第６   

 議  長  次に、日程第６ 議案第３５号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第

２号）について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案第３５号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第２号）」 

 平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３１万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億５，４４６万２，０００円とす

る。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年８月１０日提出、東峰村長名でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入の内訳でございます。 

 ７款１項地方交付税が４，９４７万５，０００円の増でございます。 

 １５款２項基金繰入金は３，５９６万７，０００円の減でございます。 

 １７款４項雑入は３２２万２，０００円の減です。 

 １８款１項村債は６９７万円の減。 

補正の総額３３１万６，０００円、歳入総額３４億５，４４６万２，０００円とな

るものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。５ページは歳出でございます。 

 ６款１項農業費では、節の組み替えのみでございますので、金額の増減はございま

せん。 

 ９款１項消防費３３１万６，０００円。３３１万６，０００円が補正額の総額です。 

 歳出総額は３４億５，４４６万２，０００円でございます。 

 次に、８ページをお願いしたいと思います。 

 歳入の内訳について説明していきます。 

 まず、７款１項１目地方交付税でございますが、２８年度の交付額の決定によるも

ので、４，９４７万５，０００円の増となっております。 

 この金額につきましては、平成２７年度と比較しますと約９，０００万の減となっ

ております。村長の提案理由の説明でもございましたが、７月２６日に県のホームペ

ージ等で公表されておりますので、ご覧になっていただければと思っております。 

 次に、１５款２項１目財政調整基金繰入金３，５９６万７，０００円の減ですが、

これは普通交付税の増に伴い財源を調整するものでございます。 

 １７款４項１目雑入ですが、ライスセンターの利用料３８６万７，０００円が減で

ございます。これが指定管理になりますので、村に直接入ることがございませんので、

減となるものです。 

 次に、県操法大会出場助成金、これは、消防協会朝倉支部から交付されるもので６

４万５，０００円でございます。 
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 雑入のトータルが３２２万２，０００円の減でございます。 

 １８款１項１目総務債ですが、臨時財政対策債が普通交付税と同時に算定し、決定

するものでございます。当初予算と比較しますと６９７万円の減となりましたので、

今回減額補正するものでございます。 

 次に、歳出について、９ページでございます。 

 総務課の関係のみご説明申し上げます。 

 ９款１項２目非常備消防費でございます。これは、ポンプ操法大会、朝倉支部大会

で東峰村が優勝いたしましたので、県大会に出場しますので、その費用を追加するも

のでございます。 

 まず、１節の報酬でございますが、指導員報酬と選手報酬、指導員１２名、選手４

名の報酬でございます。 

 次に、旅費でございますが、これは費用弁償で、団長、副団長の費用弁償のみ計上

しております。 

 次に、１１節消耗品でございますが、これが手袋、シューズ、サポーター、ソック

ス等の購入費でございます。 

 １４節使用料ですが、これは、大会当日のバスの借上料、それから夜間練習を行い

ますので照明機器のリース料、それから、今回の大会は水出し操法となりますので、

小型ポンプ、可搬ポンプをリースで借り上げますので、そのリース料等を計上してお

ります。 

 １８節の備品購入費では、ホースを３本の３セット、９管を購入するものでござい

ます。 

 １９節の補助金では、これがいわゆる県大会に関わる補助金でございます。 

 本部の助成として４４万２，０００円、分団の助成に１４９万６，０００円を計上

しております。 

 本部の助成では、結団式また報告会、そういった経費を見込んでおるところでござ

います。いずれも９０名程度に案内をしておりますので、その費用を計上しておると

ころでございます。 

 分団助成の根拠といたしましては、操法に関係する練習等ですね、大会当日まで含

めて出場人員で活動費を算定しております。現地訓練、前日の準備、大会当日の食事

代等も含まれるものでございます。トータルで３３１万６，０００円でございますが、

６年前のポンプ操法、このときの補正予算につきましては、３９８万ほど補正してお

ります。それに比較しますと、６７万ほど減となります。 

 また、その８年前には小型ポンプで、同じく県大会に出場しておるわけですが、そ

のときが３６５万補正しております。それと比較しますと、約３３万４，０００円ほ

ど今回減額となるものでございます。 

減額となっておる理由につきましては、ポンプのリース料また照明機器のリース

料、こういったものが若干安くなっております。 

 また、以前はのぼり旗等をですね、東峰村消防団ののぼり旗、これを２本消耗品費

で購入して、備品購入費でしたか、はっきりと覚えておりません。申し訳ございませ

ん。 

 いずれにしろ、そういったのぼり旗等を作成したりしております。そういった関係

で、今回３３１万６，０００円ということで精査した結果、補正予算としてお願いす

るものでございます。以上です。 

 議  長  農林観光課長 

農林観光課長  ９ページ、歳出、６款１項１７目農山村活性化事業費、補正前の額２億１，１９０

万円、補正額０、計２億１，１９０万円。 
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 当初、直営での予算計上でありましたので、今回総務課長の説明のとおり、委託費

への組替えということで、予算をお諮りする次第であります。 

 特定財源その他３８６万７千円の減、一般財源３８６万７，０００円。 

 報酬２００万円、共済費５７万８，０００円、賃金１８５万２，０００円、事業費

２４万円。飛びまして、使用料及び賃借料６３万８，０００円、負担金補助及び交付

金４万２，０００円、いずれも減でございます。 

 １３節の委託料５３５万円、指定管理料といたしまして５５５万円、その他委託料

２０万円の減ということでありまして、予算編成時、昨年の１２月には運営母体が、

ライスセンターの運営母体がまだ未定でありましたので、当初予算におきましては、

直営での検討を行っておりました。 

 ２７年度末におきまして、その運営母体が定まりましたところで、法人の登記も、

それから指定管理というような形でお諮りしているところでございますが、今回、予

算の組替えをお願いするところであります。以上です。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第３４号「東峰村ライスセンターの指定管理者の指定について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  履歴事項の全部証明書の中で、主たる事務所の住所が宝珠山１５３６番地でござい

ますが、具体的な場所というのはどこでしょうか。 

 議  長  農林観光課長 

農林観光課長  こちらは役員に関する事項という、筆頭にございます代表理事、室井勉氏の自宅の

番地となっております。 

 こちら事務所を特定として施設を設けておりませんので、代表理事ということで、

司法書士からの助言もあり、こういう登記の形となっております。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  本来ならば反対討論があって賛成討論するのが順序ではありますが、敢えて賛成討

論をさせていただきます。 

 農業生産法人である集落営農組織が平成１６年の７月に下福井営農センターとし

てスタートして、その間１２年間ではありますが、小石原地区に１組織、それから宝

珠山地区に５組織、集落営農組織ができております。 

 その当時、その集落営農について、水田農業の現状には課題があり、荒廃農地ある

いは後継者不足ということが問題となって、集落営農組織を設立しようということで

組織の設立になった経緯があります。 

 お互いに助け合って問題を解決しようというのが、この集落営農組織の本来の発足

ではありましたが、今回の農業生産法人は、東峰村の水田農業の維持それから発展に

貢献するという事業方針があります。もちろん東峰村で農業の企業化というのも１つ

の大きな目的ではなかろうかというふうに思っております。 

 これらの、この東峰村の水田農業の維持、発展を支援するためにも、この指定管理

者として農事組合法人東峰村農業生産組合を指定をし、東峰村の基幹産業である農業

を支援をするということが大事だろうというふうに、私は思っておりますので、敢え

てここで賛成討論をするものであります。 
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 議  長  他に討論はありませんか。 

 ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３４号「東峰村ライスセンターの指定管理者の指定について」を、お諮りい

たします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  賛成多数です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 議  長  議案第３５号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第２号）について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  歳入について、お聞きします。 

 地方交付税、先ほど説明の中では、昨年度と比較して９，０００万円の減というこ

とがありました。 

 この９，０００万円の減ですね、主たる原因、もし分かる範囲で結構ですのでご説

明いただけますでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  普通交付税の減につきましては、正確に申しますとですね、算定の中では８，９７

９万５，０００円の減、パーセントにしますと６．９％の減でございます。 

 一番大きな要因といたしましては、やはり人口減がすべてに影響してくるものでご

ざいます。 

 その中で項目ごとにまいりますと、一番大きいのは公債費の減が大きゅうございま

す。と申しますのが、今年の予算で約８，０００万ほど公債費は下がっております。 

 当然それに対して措置される交付税も約６，０００万ほど、６，２００万減となっ

ておりますので、これが最も大きな算出の中での減でございます。 

 それからあと、地域経済雇用対策費という項目がございますが、それが約３，６０

０万ほど減となっております。 

 また逆にですね、新しく今年から追加されたもので、地域振興費という中で人口急

減補正係数、そういった数字が変わった関係でですね、３，０９８万、また３，２９

２万と、逆にプラス要因のものもございました。 

 そういった中で結果的にですね、予想している額ほど交付税が下がらなかったとい

うのが、今回の結果でございます。 

 また、詳しい内容が必要でしたらですね、総務課のほうで算出資料をお見せするこ

とができますので、そちらを見ていただければと思います。以上です。 

 議  長  それは後日配布していただけますか。 

 （「量が多い。」の声あり） 

 議  長  量が多い。はい、分かりました。 

 他に質疑はありませんか。 

７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  ９ページの非常備消防費のところで質問します。 

 まず第１に報酬の２７万２，０００円、選手、指導員報酬ということでございます

けど、各自いくらになっているのか教えてください。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  指導員の報酬につきましては、１万６，０００円の１２名でございます。 
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 選手につきましては、２万円の４名で８万円、合計の２７万２，０００円でござい

ます。以上です。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  先ほどの説明を聞いたところですね、前回とかよりも３０万、６０万と減額という

ことでございますけども、選手本人たちもそうでしょうけれども、まわりの団員、役

員さん、非常に１カ月で終わるはずがもう１カ月延長と、非常にほんと大変なわけな

んですよね。 

 それで、こういうことに対してですね、やはり報酬が、選手が２万円というのと指

導員が１万６，０００円、これをここまで減額しなくてですね、やはり分団助成とい

うんですか、こういったものにもう少し、言い方は悪いですけど、色を付けるとかし

て、確かに資金をむやみやたらにやれとは言いませんけども、もう少しやはり県大会

ですからですね、そこのところをやはり行政のほうも考えていただきたいと思ってお

ります。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  今回の県大会の経費につきましては、補足説明で申し上げましたとおり、平成２０

年、平成２２年に小型ポンプ車で出場したときの、そのときの費用を参考に、今回計

上させていただいております。 

 ただ今貴重なご意見をいただきましたので、消防委員会の中ででもですね、そうい

った検討をしていただければ、また選手もやりがいが出てくるかと思いますので、そ

ういったふうに今後協議を持っていきたいと思っております。以上です。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

１番 柳瀬弘光議員 

 １  番  ９ページの歳出の６款の農林水産費１項１７目、１３節の指定管理料についてなん

ですけれども、この５５０万円の積算根拠を教えていただきたいと思います。 

 議  長  農林観光課長 

農林観光課長  こちらにつきましては、当初、この面積といたしまして３４ｈａの見込みを行って

おります。こちらの利用料金、条例上は上限が２，２００円でございますが２，００

０円、組合員が１，８００円というところであります。 

 ちょっと細かなことはございますが、歳入の合計が３６７万３，０００円程度ござ

います。それから職員の給与、それから賃金、それから福利厚生が約５００万円程度、

それから燃料費と光熱水費とございます。 

 これ資料は後ほど参考として配布させていただきたいと思いますが、歳出合計が９

２２万８，０００円ということで、差し引き５５５万円という計算をさせていただい

ております。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３５号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第２号）について」

を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 
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 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 閉  会  

 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 村長よりあいさつの申し出があっています。これを許可いたします。 

村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

 本日の第７回臨時会におきましては、議員の皆様の慎重審議をいただき、原案どお

りご可決をいただきましたことにつきまして、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 さて、梅雨が明けた途端、連日のようにうだるような猛暑が続いております。熱中

症で搬送される方が多数いらっしゃるとの報道もあっておりますので、議員各位にお

かれましても健康には十分注意していただきたいと思います。 

 また、お盆の里帰りで帰省したご家族やご親戚の方々と久しく対談され、東峰村の

発展のための対話をよろしくお願いしたいと思うところです。 

 議員の皆様におかれましても、今後とも村政発展のために、さらなるご理解とご協

力をお願いいたしますとともに、まだまだ猛暑が続きますのでお体をご自愛いただ

き、さらなる良い村づくりのためにご活躍を祈念申し上げ、私の閉会のあいさつとい

たします。本日はどうもありがとうございました。 

 議  長  これをもちまして、平成２８年第７回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（１０時０５分） 

 


